
訪問介護サービスセンター北勝園（令和 6 年 6 月～） 

■訪問介護（要介護 1～5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自立援助訪問型サービス 

 

 

身体介護 １回あたりの利用料 利用者負担額 

20 分未満 1630 円 163 円 

20～30 分未満 2440 円 244 円 

30 分～60 時間未満 3870 円 387 円 

60 分以上～90 分未満 5670 円 567 円 

90 分以上 
5670 円+30 分 

毎に 820 円 

567 円+30 分 

毎に 82 円 

生活援助 １回あたりの利用料 利用者負担額 

20 分～45 分未満 1790 円 179 円 

45 分以上 2200 円 220 円 

身体生活 １回あたりの利用料 利用者負担額 

身体 30 分生活 20 分～ 3090 円 309 円 

身体 30 分生活 45 分～ 3740 円 374 円 

身体 60 分生活 20 分～ 4520 円 452 円 

介護予防訪問介護 支援区分 
月額 

利用料 

利用者 

負担額 

訪問型ｻｰﾋﾞｽⅠ 

(1 回/週程度） 

要支援 1・2 

事業対象者 
11760 円 1176 円 

訪問型ｻｰﾋﾞｽⅡ 

(2 回/週程度) 

要支援 1・2 

事業対象者 
23490 円 2349 円 

訪問型ｻｰﾋﾞｽⅢ 

(３回/週程度) 

要支援 2 

事業対象者 
37270 円 3727 円 



■通院等乗降介助（要介護 1～5 の方が対象） 

 

 

 

 

 

■通院等乗降介助利用時にかかる交通費（実費負担） 

※ｋｍ数は片道ごとの計算となり、1ｋｍ単位での計算となります。 

 ※初乗りから 2ｋｍまでは、200円、以降 1ｋｍごとに 100円増しとなります。 

 

 

■院内介助料（実費負担） 

 

 

 

 

  

※院内介助は 30分 1000円の計算になります。 

※要介護 4・5の方は、居宅介護計画書に位置づけられている場合、介護保険適用可能 

 

 

■待機時間料（実費負担） 

 ご利用者様より希望があった場合、駐車場にて待機することが可能となりますが、以下の料金が 

発生します。 

※30分までは無料、以降、30分毎に￥500 

 

 

■その他 

 ※有料駐車場、有料道路利用の際に発生する料金は全てご利用者様の負担となります。 

 ※各サービス料金に別途消費税が加算されます。（実費負担） 

 

 

 

 

 

 

 

 

通院等乗降介助 １回あたりの利用料 利用者負担額 

片 道 970 円 97 円 

初乗り 

2ｋｍまで 

2ｋｍ                

～3km 

3ｋｍ                   

～4km 

4ｋｍ                   

～5km 

5ｋｍ                   

～6km 

6ｋｍ                   

～7km 

7ｋｍ                   

～8km 

8ｋｍ                   

～9km 

9ｋｍ                   

～10km 

￥200 ￥300 ￥400 ￥500 ￥600 ￥700 ￥800 ￥900 ￥1000 

～30 分 

30 分                    

～                                   

60 分 

60 分                           

～                                  

90 分                            

90 分                       

～                       

120 分 

￥1000 ￥2000 ￥3000 ￥4000 



■各種加算関係、その他 

 

 
利用者負担額 内容 

特定事業所加算（Ⅱ） 1 回あたりの利用料金に対し 10％ 
法令で定める基準を満している為要介護の方全

員に加算されます。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 基本料金及び各加算合計の 24.5% 
法令で定める基準を満たしている為全員の方に

加算されます。 

緊急訪問介護加算 100 円 
居宅介護計画以外に緊急に訪問した場合に

加算されます。 

サービス提供責任者 

初回訪問介護加算 
200 円 

初回訪問月に訪問又は同行を行なった場合に加

算されます。 

地域区分 

ひたちなか市（7 級地） 
利用料金及び処遇改善加算に 10.21乗じる（1単位＝10.21円） 

早朝・夜間割増 早朝（6：00～8：00） 夜間（18：00～22：00）基本料金の 25％増し 

買い物交通費 
車両使用を余儀なくされた買い物等は、目的地までの往復距離数 

1ｋｍにつき 20 円（実費負担） 

2 人介助料金 基本料金の 2 倍（引き継ぎを除く） 

※この料金表は負担割合証、一割負担の方の例です。 

※負担割合証に基づき、負担金額は変わります。 

※ 

 

 

 


